
契約書雛形（第３号様式－１）の条文補足説明書（2022年 12月版） 

 

             契約書雛形本文                    補足説明 

（第３号様式－１） 

共 同 研 究 契 約 書 

 

国立大学法人大阪大学（以下「甲」という。）と〔名前〕（以下「乙」という。）は、次の各条に

よって共同研究契約（以下「本契約」という。）を締結する。以下、本契約に基づき実施される共

同研究を「本共同研究」という。 

 

（契約項目表） 

１．研究題目  

２．研究目的 

及び内容 

目的： 

 

 

 

内容： 

 

 

 

３．研究期間 20  年  月  日 から 20  年   月   日 まで 

４．研究実施場所  

５．研究経
費 

（消費税額
及び地方
消費税額
を含む） 

区分 
直接経費

（円） 

学術貢献費 

（円） 

研究料 
(36,600円×月

×人) 

（円） 

産学官連携 

推進活動経

費 

（円） 

合計 

（円） 

金額      

６．甲が受け入れる 

設備 

提供者 名 称 規  格 数  量 

乙    

７．ノウハウの 

秘匿期間 

ノウハウ指定の日から、本共同研究終了の日の翌日以後３年間とする。

ただし、甲乙協議の上、延長又は短縮することができる。 

８．秘密保持義務、目

的外使用禁止義

務の有効期間 

本共同研究開始の日から、本共同研究終了の日の翌日以後３年間とす

る。ただし、甲乙協議の上、延長又は短縮することができる。 

９．研究成果の 

公表可能時期 

本共同研究終了の日の翌日から起算し 12 ヶ月以降。ただし、甲乙協議

の上、延長又は短縮することができる。 

10．研究成果公表の 

通知義務期間 

本共同研究開始の日から、本共同研究終了の日の翌日以後３年間とす

る。ただし、甲乙協議の上、延長又は短縮することができる。 
 

 

 

 

 

 

 
 

←共同研究における重要項目を

把握しやすくするため、一ヵ所に

これを集約しています。 

なお、研究内容は申込書の記載内

容がそのまま反映されるため、申

込書の提出にあたっては、当該共

同研究で予定している期間や研

究費に見合った研究内容となる

よう、事前に摺り合わせをお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←期間を無期限とするよう修正

依頼を受けることがございます

が、本学の使命として、研究成果

の論文発表を常に想定している

ことから、実態に沿わないと考え

られる無期限という設定は本学

ではお受けしておりません。合理

的範囲内での期限設定をお願い

致します。 

 



 

11.   

研 

究 

担 

当 

者 

と 

研 

究 

分 

担 

区分 氏 名 所属 職名 本共同研究における役割 

甲 

※    

    

    

    

    

    

乙 

※    

    

    

    

    

◎    

・氏名の前の※印はそれぞれの研究代表者を示す。◎印は企業等共同研究員を示す。 

・研究経費で新たに甲に雇用され、研究担当者となる甲の学生等がある場合は、これも

記載する 

 

 

別表第１ ※表記契約項目表５の研究経費を補足するもので、分割納付の場合に使用 

区
分 

直接経費 
（円） 

学術貢献費 

（円） 

研究料 
(36,600円×月×人) 

（円） 

産学官連携推進 
活動経費 
（円） 

合計 
（円） 

乙 

年度     
年度     
年度     

年度     
年度     
年度        

年度     
年度     
年度     

年度     
年度     
年度     

年度     
年度     
年度        

計     計     計     計     計     

(消費税額及び地方消費税額を含む) 

 

別表第２ ※表記契約項目表５の研究経費を補足するもので、分割納付の場合に使用 

区 分 納 入 時 期 納 入 額 

第１回 

第２回 

第３回 

契約締結後 30日以内の所定の期日 

   年  月  日 

年  月  日 

円 

円 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←別表第 1、第 2 は、一括納付い

ただく場合には、記載不要です。 

 

 

 

 

 

 



（定義） 

第１条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 

 

 

一 「研究成果」とは、本共同研究から得られたもので、本共同研究の目的に関係する

発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ、成果有体物等を含む一切の技術的成果をいう。 

二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。 

イ 特許法（昭和 34 年法律第 121 号）に規定する特許権、実用新案法（昭和 34 年

法律第 123 号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和 34 年法律第 125 号）に規定

する意匠権、商標法（昭和 34年法律第 127 号）に規定する商標権、半導体集積回

路の回路配置に関する法律（昭和 60 年法律第 43 号）に規定する回路配置利用権、

種苗法（平成 10 年法律第 83 号）に規定する育成者権及び外国における上記各権

利に相当する権利 

ロ 上記各法律における、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録

を受ける権利、商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定登録を受け

る権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利 

ハ 著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）に規定するプログラムの著作物及びデータ

ベースの著作物（以下「プログラム著作物等」という。）の著作権並びに外国にお

ける上記各権利に相当する権利（以下「プログラム著作権」という。） 

 

ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中か

ら、甲乙協議の上、特に指定するもの（以下「ノウハウ」という。）を使用する権

利 

２ 「発明等」とは、前項第二号イに記載の各法律に規定する発明、考案、意匠、標章、

回路配置及び品種、並びに同号ハ及びニに記載のプログラム著作物等、ノウハウをいう。 

３ 「成果有体物」とは、研究成果としての有体物である試薬、材料、試料（微生物株、

細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材料、土壌、岩石等）、

実験動物、試作品、モデル品、実験装置、各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及

び紙記録媒体等をいう。 

４ 知的財産権に係る発明等の「実施」とは、特許法第２条第３項に定める行為、実用新

案法第２条第３項に定める行為、意匠法第２条第２項に定める行為、商標法第２条第３

項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第２条第３項に定める行為、

種苗法第２条第５項に定める行為、著作権法第21条、第23条、第26条乃至第28条に定め

る権利を行使する行為及びノウハウの使用行為を、業として行うことをいう。 

５ 「通常実施権等」とは、次の各号に掲げるものをいう。なお、必要と認めるときは甲

乙協議の上、再実施許諾権付の権利とすることができる。 

一 特許法に規定する通常実施権、実用新案法に規定する通常実施権、意匠法に規定す

る通常実施権、商標法に規定する通常使用権、半導体集積回路の回路配置に関する法

律に規定する通常利用権、種苗法に規定する通常利用権、第１項第二号ロに規定する

権利の対象となるものについて実施する権利、プログラム著作権について許諾された

利用権、及びノウハウの実施について許諾された権利 

二 外国における前号に規定する各権利に相当する権利 

６ 「独占的実施権等」とは、通常実施権等のうち、当該権利を許諾する者は第三者に実

施許諾できず、当該権利を許諾された者において独占的に実施できる権利をいう。なお、

必要と認めるときは甲及び乙が協議の上、再実施許諾権付の権利とすることができる。 

７ 「専用実施権等」とは、次に掲げるものをいう。なお、乙が希望する場合には、再実

施許諾権付の権利とすることができる。 

 

←【1-1】 定義は契約書の基礎となる部

分であるため、本学では、定義の変更は

お受けしておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←【1-1-二-ハ】 共同研究に関係するも

のとして、プログラムの著作物及びデー

タベースの著作物のみを「知的財産権」

の対象としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←【1-5-一】 仮通常実施権は、「第１項

第二号ロに規定する権利」と同義のた

め、こちらに含まれております。 

 

 

 

 

 

 



一 特許法に規定する専用実施権及び仮専用実施権、実用新案法に規定する専用実施

権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権、半導体集積回路の

回路配置に関する法律に規定する専用利用権、並びに種苗法に規定する専用利用権 

二 外国における前号に規定する各権利に相当する権利 

８ 「出願等」とは、知的財産権の取得や特定に必要な手続きであって、特許権など産業

財産権（工業所有権）については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育

成者権については品種登録の出願、著作権については著作物及び著作権の登録並びに外

国における前記各権利に相当する権利の出願（仮出願を含む。）、申請及び登録をいう。 

９ 「研究担当者」とは、甲又は乙に属し、本共同研究に従事する者であって、本契約の

表記契約項目表の 11 に記載する者及び本契約第４条第２項に該当する者をいう。 

10 「研究代表者」とは、研究担当者のうち本共同研究を統括する者をいう。 

11 「研究協力者」とは、研究担当者以外の者であって、本共同研究に協力する者をいう。 

12 「乙の指定する者」とは、乙と会社法（平成 17 年法律第 86 号）上の親会社若しくは

子会社の関係にある会社又は甲乙協議の上、別途契約等で定める者をいう。 

 

 

 

 

 

 

13 「技術移転機関」とは、甲が指定する機関であって、研究成果のうち甲が有する知的

財産権及び成果有体物を使用する権利について、甲から委託を受けて、甲以外の者に実

施許諾又は譲渡を行う機関をいう。 

 

（共同研究の題目等） 

第２条 甲及び乙は、表記契約項目表に記載の本共同研究を実施するものとする。 

 

（研究期間） 

第３条 本共同研究の研究期間は、表記契約項目表の３に記載のとおりとする。 

 

（共同研究に従事する者） 

第４条 甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表の 11 に記載する研究代表者及び研究担当

者を本共同研究に参加させる。 

２ 甲及び乙は、自己に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させると

き、又は研究担当者を変更するときは、あらかじめ相手方の書面による同意を得なけれ

ばならない。なお、当該同意は、研究代表者の変更を除き、甲又は乙の研究代表者が所

属する部門・部署の長が作成する書面によってできるものとする。 

 

 

 

 

 

３ 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を企

業等共同研究員として受け入れることができる。 

４ 甲は、乙の事前の同意を得た上で、甲の研究担当者を乙の研究実施場所において研究

を行わせることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←【1-12】乙と会社法上の親会社、子会

社の関係にある会社については、特に制

限なく「乙の指定する者」に含まれるこ

ととしています。一方、それ以外の者に

ついては、その者を乙の指定する者とし

て許諾できるのかの判断が必要となる

ため、甲乙協議の上、別途契約等で定め

ることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←【4-2】 共同研究に従事する研究担当

者を特定・把握するため、契約項目表に

記載するとともに、研究期間中にこれら

が追加・変更となる場合は、相手方の書

面による同意を必要としています。 

なお、手続簡素化のため、研究代表者の

変更の場合を除き、この書面は元となる

契約の署名者（甲においては学長）によ

る対応は必須とはしていません。 

 

 

 

 

 



（実績報告書の作成） 

第５条 甲及び乙は、本共同研究の研究期間中に得られた研究成果について、双方協力

の上、本共同研究終了の日の翌日から 30 日以内に実績報告書を作成するものとする。

ただし、双方協議の上、作成時期を早めることができる。 

 

 

２ 複数年度に跨る契約の場合、甲及び乙は、どちらか一方が求めたときは、双方協力の

上、中間報告書等を作成するものとする。 

 

（ノウハウの指定） 

第６条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴いノウハウに該当するものが生じた場合は、

協議の上、速やかにノウハウを指定するものとする。 

２ 甲及び乙は、相手方の書面による同意がない限り、指定したノウハウを、甲乙以外の

者に開示してはならず、秘匿しなければならない。ノウハウの秘匿すべき期間は、表記

契約項目表の７に記載の通りとする。 

 

（研究経費の負担） 

第７条 乙は、表記契約項目表の５に記載する直接経費、学術貢献費、研究料及び産学官

連携推進活動経費（以下、まとめて「研究経費」という。）を負担するものとする。 

２ 甲が、甲に所属する学生、研究生、研究員等（以下「学生等」という。）を研究担当

者又は研究協力者として雇用するときは、甲はその人件費を直接経費から充当できるも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研究経費の納入） 

第８条 乙は、研究経費を甲発行の請求書に定める納入期限までに甲の指定する銀行口座

に振り込むものとする。なお、振込手数料は、乙の負担とする。 

２ 甲は、乙が前項の納入期限までに研究経費を支払わないときは、納入期限の翌日から

支払日までの日数に応じ、その未払額に民法（明治 29 年法律第 89 号）404 条で規定す

 

 

 

←【5-1】 実績報告書については、協議

によりここに定める期限より前であっ

ても、作成することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←【7-1】「直接経費」は、共同研究遂行

のために必要となる謝金・旅費・消耗品

費・水道光熱費・研究担当者、研究協力

者等人件費・設備購入費等の直接的な経

費をいいます。 

「学術貢献費」は、共同研究ごとにその

金額が決定される経費です。研究者が長

年にわたり蓄積した「学術的知見」に対

し計上される経費です。研究代表者と協

議の上、決定された金額をご記入くださ

い。なお、学術貢献費は、当該研究者の

研究領域に関連する研究費として、当該

研究者の研究活動に幅広く活用させて

いただきます。 

「研究料」は、企業等の共同研究員が本

学に駐在し、本学の施設・設備を用いる

際の諸経費をいいます。企業等の研究員

１人あたり月額 36,600 円をご負担いた

だいています。 

「産学官連携推進活動経費」は、産学官

連携活動を担う組織の運営に必要な経

費や、基礎研究力強化のための研究環境

の整備に必要な経費等をいいます。直接

経費と学術貢献費の合計の 30％以上の

金額をご負担いただいています。 

 

←【8-1】請求書は、契約締結後、一週間

程度で本学の研究者の所属研究科等か

ら請求書をお送りします。 

 



る法定利率の割合で計算した延滞金を乙に請求できるものとする。乙は甲からの請求が

あったときは、これに応じなければならない。 

 

（経理） 

第９条 研究経費の管理、執行及び経理処理は甲が行う。 

２ 乙は、合理的必要性が認められるときは、その範囲において、甲に対し、研究経費に

係る経理書類の閲覧又は謄写を申し出ることができ、乙より当該申し出があったとき

は、甲は、閲覧の日程及び対象書類の範囲について乙と協議し、これに応じるものとす

る。ただし、当該経理書類の閲覧又は謄写により、第三者の情報を開示することになる

ときは、甲は、乙に対しその理由を示した上で、該当部分の閲覧及び謄写を拒むことが

できる。 

 

（研究経費により取得した設備等の帰属） 

第 10 条 研究経費により取得した設備等の所有権は、甲に帰属するものとする。 

 

（施設・設備・研究試料の提供等） 

第 11 条 甲及び乙は、自己の施設・設備・研究試料を本共同研究に必要な範囲で本共同

研究の用に供するものとする。 

２ 甲は、乙から表記契約項目表の６に記載する乙所有の設備を、無償で受け入れ、本共

同研究に使用できるものとする。なお、乙から受け入れた設備に故障又は損害等が生じ

た場合、その修繕等に要する費用については、甲乙協議の上、書面にて定める。 

３ 前項に規定する設備の搬入出、据付け及び撤去に要する経費は、乙の負担とする。 

４ 甲及び乙は、研究試料を提供、受領する場合、次の各号に従うものとする（本条にお

いて以下、研究試料を提供する者を「提供者」、受領する者を「受領者」という。） 

一 受領者は、研究試料を本共同研究の目的に限り使用するものとする。 

二 受領者は、提供者の事前の書面による承諾なく、研究試料を第三者に使用させては

ならず、また第三者へ譲渡してはならない。 

三 提供者は、研究試料の品質、適合性等については一切保証せず、受領者は、研究試

料の使用・保存等に関連して生じた全ての損害・被害に対して責任を負う。 

四 受領者は、本共同研究の研究期間中又は終了の日以後、提供者の指示に従い、研究

試料を返還又は破棄する。 

 

（研究の終了・中止又は期間の変更等） 

第 12 条 本共同研究は、以下のいずれかの事由が生じた時点において、終了するものと

する。 

 一 表記契約項目表の３の研究期間が満了した場合 

二 表記契約項目表の２の研究目的が達成されたと甲及び乙が合意した場合 

三 表記契約項目表の２の研究目的の達成が不可能又は著しく困難であることが判明

し、甲及び乙がその旨合意した場合 

四 第 29 条に基づき、甲又は乙が本契約を解約した場合 

五 その他、甲及び乙が、本共同研究を終了させることに合意した場合 

 

２ 甲及び乙は、相手方から本共同研究の一時中止の申し入れがあった場合、甲乙協議の

上、双方の書面による合意のあるときに限り、本共同研究を一時中止できるものとする。 

３ 甲又は乙は、天災その他の不可抗力又はやむを得ない事由により、事前の合意なく本

共同研究を一時中止する場合、天災その他の事由が止んだ後、相手方と協議の上、書面

 

 

 

 

 

←【9-2】 合理的必要性が認められると

きとしては、特別試験研究費税額控除制

度への申請等にともない、乙から共同研

究費に関する経理書類の開示を求めら

れるケース等を想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←【11-4】 研究試料とは、甲又は乙が従

前から保有する自己の試薬・材料・試料

（微生物株、細胞株、ウイルス株、植物

新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材

料、土壌、岩石等）・実験動物・試作品・

モデル品などを想定しています。 

 

 

 

 

 

←【12-1】契約項目表（7～10）、第 5 条、

第 11 条、第 21 条、第 22 条で、「本共同

研究終了の日」、「本共同研究終了の日の

翌日」を基準としているため、どのよう

な場合に本共同研究が終了になるかを

まとめて記載しています。 

 

 

 

←【12-2、3】 本項に基づき、共同研究

が一時的に中止される場合があります

が、この中止のみでは研究は終了とはな

らず、一時中止後に研究が再開されるこ

とも当然あり得ます。両者が別途共同研



による同意を得なければならない。この場合、甲又は乙はいずれもその責を負わないも

のとする。 

４ 甲及び乙は、相手方から本共同研究の期間延長の申し入れがあった場合、甲乙協議の

上、研究期間を延長することができる。 

５ 甲及び乙は、本共同研究に係る研究期間、研究経費、研究代表者の変更又は研究目的

及び内容の大幅な変更がある場合、甲乙協議の上、共同研究変更契約を締結するものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研究の終了に伴う研究経費等の取扱い） 

第 13 条 乙は、本共同研究が終了した時点で、研究経費の額に不用が生じている場合、

その返還を甲に請求できるものとし、甲は乙とその取扱いを協議した上で、これに応じ

るものとする。ただし、本共同研究の終了が、乙の事由による場合、甲は一切の研究経

費を返還しないものとする。 

２ 甲は、研究期間の延長及びその他の理由により納入された研究経費に不足を生じる恐

れが発生した場合、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合、甲及び乙は

不足する研究経費の負担及び本共同研究の継続について、協議の上、決定するものとす

る。 

３ 甲は、本共同研究が終了した場合、第 11 条第２項の規定により乙から受け入れた設

備を現状有姿で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経

費は、乙の負担とする。 

 

（知的財産権の帰属･出願等） 

第 14 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が創作された場合、速やかに相手

方に書面により通知し、その帰属等について協議し定めるものとする。 

２ 甲及び乙は、それぞれにおける権利の帰属について、次の各号を確認する。 

一 甲の研究担当者が本共同研究の結果、発明等を創作した場合、当該発明等に係る知

的財産権の甲の持分は、内部規程等により、甲又は発明者たる甲の研究担当者に帰属

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

究を終了させることに合意した場合に、

研究は終了となります。 

 

 

←【12-5】共同研究契約の内容のうち、

①研究期間、②研究経費、③研究代表者

は、特にその重要性が高いものと考えて

おりますので、こちらを変更される場合

には、共同研究変更契約の締結が必要と

なります。また、④研究目的及び内容の

大幅な変更も同様に重要性が高いもの

と考えており、共同研究変更契約の締結

が必要としております。なお、「大幅な

変更」とは、例えば研究目的及び内容の

変更に加えて研究題目の変更を伴うよ

うな場合を想定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←【14-2-一】 本学では、一般企業と異

なり、創作された発明等の権利が、本学

に帰属することになる場合と、当該研究

担当者個人に帰属することになる場合

がございます。 

本学では、学内規定に基づき、本学が研

究担当者から知的財産権を承継するか

否かを判断しており、ここではその点を

確認的に記載しているものです。 

なお、共同研究契約締結の段階でも、発

明等が創作された段階でも、発明等に係

る知的財産権の帰属が、本学と研究担当

者個人のいずれに帰属するかが確定し

ていないため、予め権利帰属を本学とす



 

 

 

 

 

 

 

二 乙の研究担当者が本共同研究の結果、発明等を創作した場合、当該発明等に係る知

的財産権の乙の持分は、内部規程等により、乙に帰属する。 

３ 知的財産権の持分が、前項第一号において甲に、同項第二号に基づき乙に帰属する場

合、その取扱いは次の各号に従うものとする。 

一 甲又は乙はそれぞれ、甲の研究担当者又は乙の研究担当者が、本共同研究の結果、

単独で発明等を創作した場合、当該発明等に係る知的財産権を単独で有するものと

し、単独で出願等を行うことができるものとする（以下、甲の研究担当者が単独で創

作した発明等を「甲単独発明等」、その発明等に係る知的財産権を「甲単独知的財産

権」という。）。ただし、甲又は乙は、当該出願等に先立ち、相手方に対して単独で

の発明等であることを書面により確認するものとする。 

二 甲及び乙は、甲の研究担当者及び乙の研究担当者が、本共同研究の結果、共同して

発明等を創作した場合、当該発明等に係る知的財産権を甲及び乙の共有とし、それぞ

れの持分を発明等の貢献度に応じて協議し定め、共同で出願等を行うものとする（以

下、当該発明等を「共有発明等」、当該権利を「共有知的財産権」という。）。ただ

し、甲又は乙は、共有知的財産権の相手方持分を書面を以て譲り受けたときは、単独

で出願等を行うことができる。 

 

 

 

４ 知的財産権の持分が、第２項第一号において甲の研究担当者に、同項第二号に基づき

乙に帰属する場合、甲は乙にその旨を通知するものとし、乙は当該知的財産権の持分及

び出願等について当該研究担当者と協議の上、別途定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（外国出願） 

第 15 条 前条、第 16 条及び第 17 条の規定は、外国における知的財産権の出願等につい

ても適用する。 

２ 甲及び乙は、共有知的財産権に係る出願等を外国において行うに当たっては、その要

否及び対象国等について双方協議の上、行うものとする。 

 

（甲単独知的財産権の取扱い・出願等費用） 

第 16 条 甲は、第 14 条第３項第一号の規定に基づき、甲単独知的財産権の出願等を、出

願等及び権利保全の手続に要する費用（以下「出願等費用」という。）を自ら負担して行

い、甲以外の者への実施許諾、譲渡の活動を行う。ただし、乙は、当該出願等に当たり、

以下の第一号から第四号の申し入れを行うことができる。甲及び乙は、当該申し入れに

ることのお約束は出来かねますので、ご

了承ください。 

詳細は、本学発明規程第 8 条をご参照願

います； 

https://www.ccb.osaka-

u.ac.jp/policy/#p03 

 

 

 

 

 

 

←【14-3-一】共同研究であっても、発明

等が単独で成される可能性はあるため、

このように規定しています。 

 

 

←【14-3-二】研究経費等の共同研究に必

要なコストの負担をしていることを理

由に、企業側に権利帰属させたいとの主

張をいただく場合がございますが、知的

財産制度の一般的な考え方に基づき、本

学でも、研究経費等の共同研究に必要な

コストの負担については、発明等の貢献

に含まれるものではないと整理してお

ります。 

 

←【14-4】 特許を受ける権利を本学が承

継しないと判断した場合、その権利は発

明等をした研究担当者の帰属となりま

す。そのため、乙は当該研究担当者との

間で出願等を協議いただくことになり

ます。本学としては、当該研究担当者に

対し、出願・譲渡・実施許諾等の本契約

に定める条件を義務付けることはでき

ませんので、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ccb.osaka-u.ac.jp/policy/#p03
https://www.ccb.osaka-u.ac.jp/policy/#p03


対し、協議し合意に至ったときは、別途契約を締結する。なお、この場合、いずれの申

し入れにおいても、乙又は乙の指定する者が、出願等費用を負担するものとする。 

 

 

 

 

 

一 甲が、乙又は乙の指定する者に、甲単独知的財産権を、時期を問わず有償で譲渡す

ること。 

二 甲が、乙又は乙の指定する者に、甲単独発明等を独占的に実施する権利を許諾又は

設定すること。 

三 甲が、乙又は乙の指定する者に、甲単独発明等を非独占的に実施する権利を許諾す

ること。 

四 甲が、乙又は乙の指定する者に、甲単独発明等の実施の可否、態様（独占的実施又

は非独占的実施）を検討するための期間（以下、この期間を「優先交渉期間」という。）

を設定すること。なお、優先交渉期間中は、甲は第三者（本条、17 条、19 条におい

ては、甲、乙及び乙の指定する者以外の者をいう。）に、甲単独発明等の実施を許諾

せず、乙は第三者に優先して甲単独発明等の実施を甲と交渉することができるものと

する。 

２ 甲は、前項第二号において、乙と協議し合意に至った場合、乙又は乙の指定する者に

当該発明等に係る甲単独知的財産権について独占的実施権等の許諾又は専用実施権等

の設定（以下、これらをまとめて「許諾等」という。）を行うものとする。ただし、乙又

は乙の指定する者が、出願等を行った日の翌日から３年以内に甲単独発明等を実施せず

若しくは具体的な実施計画を提示しないとき、又は当該許諾等が公共の利益を著しく損

なうと認められるときは、甲は乙又は乙の指定する者に対し書面で通知し、協議を行う

ものとする。甲は、協議によって事態が改善されないと判断したときは、当該許諾等を

非独占的な実施許諾に変更し、第三者に当該甲単独発明等の実施を許諾できるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（共有知的財産権の取扱い･出願等費用） 

第 17 条 甲及び乙は、第 14条第３項第二号の規定により共有知的財産権に係る出願等を

共同で行うときは、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担するものとする。また、

甲及び乙は、協議の上、譲渡契約又は共同出願契約において、以下のいずれを選択する

かを定めるものとする。 

一 甲が、乙又は乙の指定する者に、共有知的財産権の自己の持分を、時期を問わず有

償で譲渡すること。 

二 乙又は乙の指定する者が、共有発明等を独占的に実施すること。 

 

 

←【16-1】 本学では、乙に出願等費用

（拒絶理由通知対応などの全ての費用

を含む）を全額ご負担いただくことで、

甲単独知的財産権の譲渡・甲単独発明等

の実施許諾・優先交渉権の設定の交渉に

応じる方針としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←【16-2】研究成果の普及や社会実装に

よる社会貢献は本学の責務の１つであ

りますところ、研究成果である知的財産

権について独占的な実施許諾を受けた

乙が、その発明等を実施しない状態は好

ましいものではありません。加えて、本

学は実施料収入を得られない上、第三者

への実施許諾によるライセンス収入確

保の道も閉ざされます。 

そのため、一定期間発明等が実施されな

い、または実施計画の提示もない場合に

は、特許の有効活用の観点から、本学か

ら第三者へ実施許諾できるよう、非独占

的な実施許諾に切り替えさせていただ

くことを可能としています。 

その他、独占実施を認めることが、公共

の利益を著しく損なうと認められる場

合も同様の変更を可能としています。 

 

 

←【17-1】 本学は、一般的な企業と異な

り、自己実施を想定しないことから、共

有知的財産権の出願等の場合も、乙にそ

の出願等費用を全額ご負担いただいて

おります。 

詳細は、企業との共同研究による発明の

取扱いに関するガイドラインをご参照

願います。 



 

 

 

三 乙又は乙の指定する者が、共有発明等を非独占的に実施すること。ただし、本号

の選択をした場合、乙は、甲が第三者に当該発明等に係る共有知的財産権について

通常実施権等を許諾することに同意するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 甲は、前項第二号の選択がなされた場合、乙又は乙の指定する者に共有発明等の独占

的な実施を認め、乙又は乙の指定する者と実施契約を別途締結するものとする。ただし、

乙又は乙の指定する者が、出願等を行った日の翌日から３年以内に、共有発明等を実施

せず若しくは具体的な実施計画を提示しないとき、又は独占的な実施を認めたことが公

共の利益を著しく損なうと認められるときは、甲は乙又は乙の指定する者に対し書面で

通知し、協議を行うものとする。甲は、協議によって事態が改善されないと判断したと

きは、独占的な実施を非独占的な実施に変更し、第三者に当該発明等に係る共有知的財

産権について通常実施権等を許諾できるものとし、乙は予めこれを承諾する。 

 

（甲における研究成果の使用） 

第 18 条 甲及び甲の研究担当者は、第６条のノウハウ秘匿義務及び第 24 条の秘密保持義

務を遵守の上、一切の研究成果を教育及び研究活動のために無償にて使用することがで

きるものとする。 

２ 前項の規定は、甲の研究担当者が、甲の所属を離れて他の非営利研究機関で教育及び

研究活動を行う場合においても、準用されるものとする。 

 

（実施料等の対価） 

第 19 条 第 16 条第１項第一号又は第 17 条第１項第一号の規定に基づき、甲単独知的財

産権又は共有知的財産権の甲持分を、乙又は乙の指定する者が、甲から譲り受けようと

するときは、別途譲渡契約において、譲渡対価及びその支払方法等を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

https://www.ccb.osaka-

u.ac.jp/assets/pdf/policy/kyoudouha

tumei-guideline.pdf 

 

←【17-1-三】乙が、共有発明等を非独占

的に実施される場合、出願等費用をご負

担いただくことを考慮し、本学への実施

料の支払は不要としています（第 19 条

第 4 項第二号）。 

実施能力のない本学としては、乙から実

施料をお支払いいただかない場合には、

第三者に実施許諾して収益を得る以外

に事実上収益を得る手段がないため、第

三者に実施許諾できるよう必要な共有

者の同意（特許法 73 条 3 項）を事前に

規定するものです。 

なお、共有知的財産権の自己の持ち分を

第三者に譲渡する場合については、特許

法の原則に従い、共有者の事前同意が別

途必要となります。 

 

←【17-2】 第 16 条第 2 項の説明と同様

ですので、そちらをご参照下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←【19-1】譲渡契約書では、その発明等

の有効性に応じて、譲渡一時金の他に、

その知的財産権が大きな利益を生み出

す等乙又は乙の指定する者の事業に貢

献したときに、本学に対価を支払うこと

を定める場合があります。 

 

https://www.ccb.osaka-u.ac.jp/assets/pdf/policy/kyoudouhatumei-guideline.pdf
https://www.ccb.osaka-u.ac.jp/assets/pdf/policy/kyoudouhatumei-guideline.pdf
https://www.ccb.osaka-u.ac.jp/assets/pdf/policy/kyoudouhatumei-guideline.pdf


２ 第 16 条第 1 項第二号、第三号の規定に基づき、甲単独発明等を、乙又は乙の指定す

る者が独占的に又は非独占的に実施しようとするときは、乙は、別途実施許諾契約で定

める対価を甲に支払わなければならない。ただし、乙の指定する者が対価を負担すると

きは、甲は乙の指定する者から直接対価を受領することができるものとする。 

３ 第 16 条第 1 項第四号の規定に基づき、乙又は乙の指定する者が、優先交渉期間を設

定しようとするときは、甲及び乙は、その期間及び対価等を別途協議し定めるものとす

る。 

４ 共有発明等を乙又は乙の指定する者が実施する場合、次の各号に従うものとする。 

一 第 17 条第１項第二号の規定に基づき、独占的に実施しようとするときは、乙は、

別途実施契約で定める対価を甲に支払わなければならない。ただし、乙の指定する者

が対価を負担するときは、甲は乙の指定する者から直接対価を受領することができる

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

二 第 17 条第１項第三号の規定に基づき、非独占的に実施しようとするときは、乙又

は乙の指定する者は、甲に実施の対価を支払うことを要しない。 

 

 

５ 甲又は乙が第三者に共有知的財産権について通常実施権等を許諾した場合、甲及び乙

は、当該第三者から得た対価を甲乙の持分に応じて分配する。ただし、甲及び乙は、当

該実施許諾の交渉･手続に要した外部費用（甲の指定する技術移転機関に支払う報酬も

含む。）を、当該分配前の対価から控除できる。 

６ 甲及び乙は、甲又は乙が本契約発効日時点で有する知的財産権、出願等手続を行って

いる知的財産権、及び本契約発効後に本共同研究と関係なく取得した知的財産権に関し

ては、本契約によって相手方に明示的又は黙示的に許諾されるものではないことを確認

する。 

 

（プログラム著作権・成果有体物を使用する権利等） 

第 20 条 プログラム著作権、ノウハウを使用する権利については、第 14 条、第 16 条乃

至第 19 条の規定が適用されるものとする。ただし、甲及び乙は、これら規定とは異な

る当該権利の取扱いが生じた場合は、別途協議の上、決定するものとする。 

２ 甲及び乙は、自己の研究担当者からプログラム著作権を承継するときは、自己の研究

担当者に著作者人格権を行使しないことを約させるものとする。 

３ 成果有体物が研究成果として得られた場合における、当該成果有体物の所有権及び使

用する権利その他の取扱いは、別途協議の上、決定するものとする。 

 

（情報交換） 

第 21 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料を相互に無償で提供又は

開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負って

いるものについては、この限りではない。 

２ 甲及び乙は、あらかじめ返還を条件に提供又は開示された情報及び資料を、本共同研

究終了の日以後速やかに相手方に返還するものとする。 

 

←【19-2】非独占実施許諾の場合は、乙

の出願等費用負担を考慮した運用に努

めています。 

 

 

 

 

 

←【19-4-一】本学は、商業目的での自己

実施は出来ないため、ライセンス契約を

通じてのみその収益を確保出来ます。 

共有発明等について、乙に独占的な実施

を認めることにより、今後、ライセンス

を通じた収益の途を閉ざすことになり

ます。そのため、独占実施を認めること

の対価のお支払いを求めているもので

す。 

 

←【19-4-二】 第 17 条 1 項第三号の説

明と同様ですので、そちらをご参照下さ

い。 

 

←【19-5】第三者から受領する実施料収

入から、出願等費用を事後的に控除する

内容のご提案は、お受けしておりませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

←【20-1】プログラム著作権、ノウハウ

を使用する権利は、知的財産権に含まれ

るため（第 1 条第 1 項第二号）、第 14

条、第 16 条乃至第 19 条の規定が適用さ

れることを確認的に規定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（個人情報の取扱い） 

第 22 条 甲及び乙は、相手方から開示された「個人情報」について、善良なる管理者の

注意義務をもって取り扱うものとする。本条でいう「個人情報」とは、生存する個人に

関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付

された番号、記号、その他の符号により当該個人を識別できるもの（当該情報のみでは

識別できないが、他の情報を容易に照会することができ、これによって当該個人を識別

できるものを含む。）をいう。 

２ 甲及び乙は、個人情報を第三者に預託、提供又は開示してはならず、本共同研究の目

的以外に使用、複製又は改変等を行ってはならない。 

３ 甲及び乙は、個人情報を、本共同研究終了の日以後、速やかに相手方に返還するもの

とする。ただし、相手方が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

（技術移転機関の利用及び秘密情報の提供） 

第 23 条 研究成果のうち甲が有する知的財産権及び成果有体物を使用する権利につい

て、甲が甲以外の者へ実施許諾又は譲渡する場合、甲は技術移転機関に当該実施許諾又

は譲渡の業務を委託することができる。 

２ 甲は、技術移転機関に前項の委託をする場合、当該技術移転機関に対し、甲が当該知

的財産権に対して負う義務を、甲に代わり履行するよう、義務づけるものとする。 

３ 甲は、当該技術移転機関に対して秘密情報・研究成果等の開示又は提供を行う場合、

当該技術移転機関に対し、本契約において自己が負うものと同等の秘密保持義務を課す

ものとする。 

 

（秘密の保持） 

第 24 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供（以下、

本条において単に「開示」という。）を受け又は知り得た技術上及び営業上の情報であ

って、開示の際に相手方より秘密である旨の表示がなされた情報（以下「秘密情報」と

いう。）について、自己の研究担当者、研究協力者、役員及び知る必要のある最低限の

従業員･教員･職員（以下「研究担当者等」という。）以外に開示・漏洩してはならない。

情報が、口頭又は映像等により開示されるときは、開示時点で秘密である旨を明確にし、

開示後 30 日以内に、開示当事者が書面で相手方に対し通知し特定したものに限り秘密

情報とする。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた秘密情報について、当該研究

担当者等がその所属を離れた後も、当該研究担当者等に対し秘密保持義務を負わせるも

のとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。 

一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを文書で証明できる情報 

二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 

三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報 

四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報 

五 相手方から開示された情報によらず独自に開発・取得していたことを証明できる情

報 

六 書面により事前に相手方の同意を得たもの 

２ 甲及び乙は、前項で定める秘密情報（前項ただし書に掲げるものを除く。）を本共同

研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の

同意を得たときはこの限りではない。 

３ 前二項に定める秘密保持義務及び目的外使用禁止義務の有効期間は、表記契約項目表

の８に記載の通りとする。 

 

（進行状況の報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 25 条 本共同研究の管理は、甲及び乙が共同して行うものとする。 

２ 甲及び乙は、研究期間中、定期的に本共同研究の進行状況について互いに報告を行う

とともに、進行その他について協議を行う。 

 

（研究成果の公表等） 

第 26 条 甲及び乙は、表記契約項目表の９に記載する時期に本共同研究によって得られ

た研究成果（研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果）につい

て、第 24 条で規定する秘密保持義務を遵守した上で開示、発表又は公開すること（以

下「公表等」という。）ができる。ただし、研究成果の公表等という大学の社会的使命

を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表等の時期を早めることができる。なお、甲

及び乙は、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウは表記契約項目表の

７に記載する秘匿期間の間、開示してはならない。 

２ 前項の場合、研究成果の公表等を希望する甲又は乙（以下「公表希望当事者」という。）

は、当該公表等を行おうとする日の 30 日前までにその内容を書面にて相手方に通知し

なければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その

内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。 

３ 前項の通知を受けた相手方は、当該公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあ

ると判断するときは、当該通知受理後 15 日以内に公表等される技術情報の修正を書面

にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をし

なくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害

する恐れがあると相手方に判断された当該部分については、相手方の同意なく、公表等

をしてはならない。 

４ 公表希望当事者は、第２項に定める通知を、表記契約項目表の 10 に記載する研究成

果公表の通知義務期間が終了するまで行うものとする。 

５ 第２項及び第３項に規定する通知は、甲及び乙の研究代表者間の通知をもって足りる

ものとする。 

 

（研究協力者の参加及び協力） 

第 27 条 甲及び乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得るこ

とが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、その者を研究協力者として本共同研

究に参加させることができる。 

２ 甲又は乙は、雇用関係のある者を研究協力者として加えるに当たっては、研究協力者

となる者に本契約に基づき自らが負う義務と同様の義務を遵守させなければならず、当

該研究協力者となる者による義務の履行につき責任を持つものとする。 

また、甲が、甲と雇用関係のない学生等を、乙の同意を得て本共同研究の研究協力者と

して参加させる場合、甲は、自己の研究代表者に対し、当該学生等が本契約を遵守する

よう、学生等に必要な教育・指導を行わせるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←【26-2】公表を行おうとする日につい

ては、論文発表の場合は最初の投稿日、

学会発表の場合は要旨又は予稿の提出

日を想定しています。また、事前通知期

間の伸長については、研究者の意向等に

従い、お受けできない場合がございま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←【27-2】 本学は、雇用関係にない学生

等に対して、雇用関係にある研究者等と

同等の義務を課すことはできず、その責

任を負うこともできません。ただし、本

学では、研究代表者を通じて、本契約に

定める内容を雇用関係にない学生等に

遵守するよう必要な教育・指導を行って

おります。 

なお、本学が個別に学生等を、研究活動

を行う者として雇用することは可能で

す。研究協力者として参加する学生等

が、本学と雇用関係にあるかどうかを確

認する必要がある場合には、研究者に直



 

３ 研究協力者が本共同研究の結果、知的財産権に係る発明等を行った場合の取扱いにつ

いては、本契約の知的財産権に係る規定を準用するものとする。 

 

（安全保障輸出管理） 

第 28 条 甲及び乙は、本契約に従い相手方から提供される貨物又は技術を輸出又は非居

住者等への提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手

続を行う。 

２ 甲及び乙は、本契約に従い相手方から提供・支給・貸与されるいかなる貨物又は技術

も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目

的に使用されることが判明している若しくは疑いがある場合は、直接・間接を問わず輸

出又は非居住者等への提供を行わない。 

 

（契約の解約） 

第 29 条 甲は、乙が研究経費を所定の納入期限までに納入せず、書面による催告後 30 日

以内に納入しない場合、本契約を解約することができる。 

２ 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、書面による催告後 30 日以内に是正され

ない場合、本契約を解約することができるものとする。 

一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき 

二 相手方が本契約に違反したとき 

３ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要さず本契約を解約す

ることができる。 

一 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続、特別清算を申立又は申立

を受けたとき 

二 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥ったとき 

三 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき 

四 解散の決議をしたとき 

 

（反社会的勢力の排除） 

第 30 条 甲及び乙（その代表者、役員及び実質的に経営を支配する者を含む。）は、相

手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。 

一 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから５年

を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、

特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者（以下、総称して「反社会的勢力」という。）

に該当しないこと。 

二 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと。 

三 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと 

イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 

ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行  

為 

２ 甲又は乙が、前項各号のいずれかに反することが判明した場合、相手方は、何らの催

告なしに本契約を解約することができる。 

３ 甲又は乙は、前項により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとして

も、一切の損害賠償義務を負わないものとする。 

 

（損害賠償） 

接ご確認くださるようお願い致します。 

 

 

 

 

←【28-1､2】非居住者に加え、「外国為

替及び外国貿易法第 25 条第 1 項及び外

国為替令第 17 条第 2 項の規定に基づき

許可を要する技術を提供する取引又は

行為について」（平成 4年 12月 21 日付

け 4 貿局第 492 号）の 1（３）サ①乃至

③のいずれかに該当する居住者を対象

とするため「非居住者等」としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 31 条 甲又は乙は、第 29 条及び第 30 条に掲げる事由並びに甲、乙、研究担当者又は

研究協力者の故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、相手方が直

接的に被った通常の損害の範囲内で賠償しなければならない。 

 

（契約の有効期間） 

第 32 条 本契約の有効期間は、本共同研究の研究期間と同じとする。 

２ 本契約の失効後も、第５条、第６条、第９条、第 13 条から第 28 条、第 31 条及び第

34 条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続す

る。 

 

（協議） 

第 33 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議

の上、定めるものとする。 

 

（紛争の解決、準拠法及び裁判管轄） 

第 34 条 本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。 

２ 本契約に関連し、甲乙間での相違、紛争が発生した場合は、甲及び乙は信義誠実の原

則に従い、相互の協議によりこれを解決するものとする。 

３ 甲及び乙は、本契約に関する知的財産権の取扱いに不服がある場合、日本知的財産仲

裁センターに調停（当事者の合意がある場合は仲裁）を申し立てることができる。 

４ 本契約に関する前項以外の紛争及び前項で合意できなかった場合は、大阪地方裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、各

１通を保管するものとする。ただし、本契約書の電磁的記録を作成し、甲及び乙が合意の

後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管することをもって、これに代えることがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←共同研究契約においては、電子署名で

の契約が可能です。希望される方は申込

書の選択欄にてお知らせください。（一

部、紙媒体での締結をお願いする契約が

ございます。予めご了承願います。） 

 

 

 

作成：2022 年 12 月 


